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（仮称）川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業 

基本契約書（案） 

 

川越市（以下「発注者」という。）とグループ●（代表企業兼構成員である●、構成員で

ある●、●及び●）（以下「受注者」という。）は、（仮称）川越市汚泥再生処理センター

整備・運営事業（以下「本事業」という。）に関する基本的な事項について合意し、本事業

における公共性の発揮並びに発注者及び受注者の役割分担の趣旨をそれぞれが十分に尊重の

うえ、次の条項によるこの基本契約書（以下「基本契約」という。）を締結する。 

なお、基本契約において使用される用語は、基本契約に特段の規定がある場合を除き、本

事業の総合評価一般競争入札(令和６年５月１６日公告)の入札説明書（以下、「入札説明

書」という。）及び同入札の資料として発注者が公表した要求水準書（以下、「要求水準

書」という。）において定義された意味を有する。 

 

（目的） 

第１条 基本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要

な基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 発注者は、本事業が民間によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重

するものとする。 

２ 受注者は、本事業が一般廃棄物の処理施設の建設工事及び運営を主な内容とする公共性

の高い事業であることを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する

ものとする。 

 

（事業日程） 

第３条 本事業は、別紙１の「日程表」により実施されるものとする。 

２ 本事業のうち工事期間は、次条第１号の建設工事請負契約の本契約締結後、発注者の指

定する日から、令和１０年３月１５日までとする。 

３ 本事業のうち運営期間は、供用開始から令和２４年９月３０日までとする。 

４ 本事業の事業期間は、基本契約の本契約締結のときから運営期間完了日までとする。 

５ 本条及び別紙１の日程表については、基本契約に署名した者全員（以下「当事者」とい

う。）の合意により変更することができるものとする。ただし、次条第１号の契約に定め

がある場合には、この限りではない。 
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（締結すべき契約） 

第４条 本事業は、基本契約のほか次の２つの契約に基づき実施される。（以下、基本契

約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」という。） 

⑴ 別紙２の内容（又は当該契約の当事者が合意する内容）の建設工事請負契約（その後

の変更及び要求水準書【設計・建設業務】を含む。以下「建設工事請負契約」とい

う。） 

⑵ 別紙３の内容（又は当該契約の当事者が合意する内容）の運営業務委託契約（その後

の変更及び要求水準書【運営業務】を含む。以下「運営業務委託契約」という。） 

 

（入札説明書等の優先順位） 

第５条 特定事業契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書（入札説明書に従い

受注者が提出した技術提案書及び改善回答書をいう。以下同じ。）の間に齟齬がある場

合、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札

説明書、提案書の順にその適用及び解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者

が協議の上、提案書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分につ

いては提案書が要求水準書に優先するものとする。 

２ 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した提案書に記載された内容は、受注者に履

行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。受

注者は、発注者と事業者選定委員会が受注者の提案書に対して示した要望、指摘等を実現

するよう努めるものとする。 

 

（当事者の義務） 

第６条 建設工事請負契約は、発注者と特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」とい

う。）による契約として、基本契約の仮契約締結と同時に仮契約を締結するものとする。

建設工事請負契約は、川越市議会の可決後に本契約を締結する。基本契約については、建

設工事請負契約の本契約をもって本契約とする。 

２ 運営業務委託契約は、発注者と運営事業者による契約として、基本契約の仮契約締結と

同時に仮契約を締結するものとする。運営業務委託契約は、建設工事請負契約の契約締結

をもって、本契約とする。 

３ 当事者は、他の当事者の事前の承諾なく、特定事業契約の当事者としての地位又は権利

若しくは義務につき、他の当事者又は当事者以外の第三者への譲渡、担保権の設定その他

の処分をしてはならない。 

４ 当事者は、特定事業契約で別途規定する場合を除き、特定事業契約の義務を履行しない

ことにより他の当事者又は当事者以外の第三者に損害を与えた場合に、その損害を賠償す
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る義務を負う。 

 

（契約解除の場合の処理） 

第７条 基本契約は、建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合、解除された日を

もって終了するものとする。この場合、発注者は、運営業務委託契約を締結している場合

は運営業務委託契約を解除することができる。建設工事請負契約が解除された日までに要

した運営業務委託契約の準備に関して受注者が支出した一切の費用は受注者各自の負担と

し、発注者と受注者は、特定事業契約に定める場合及び既発生の債権債務を除き、建設工

事請負契約が解除された日から相互に一切の債務債権関係が生じないことを確認する。 

２ 基本契約は、運営業務委託契約による運営期間が開始してから、当事者によるいずれか

の理由により運営業務委託契約が解除されたとき、運営業務委託契約が解除された日をも

って終了するものとする。 

 

（談合その他不正行為による契約解除） 

第８条 発注者は、受注者のいずれかの者が本事業の入札に関して、次の各号のいずれかに

該当したときは、特定事業契約締結済みの契約を解除することができる。 

⑴ 受注者のいずれかの者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者の

いずれかの者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が受注者のいずれかの者に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が、独占禁止

法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

⑵ 受注者のいずれかの者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）

の独占禁止法第８９条第１項に規定する刑が確定したとき。 

⑶ 受注者のいずれかの者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）

の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６に規定する刑が確定したとき。 

 

（賠償金） 

第９条 受注者は、基本契約締結後において、受注者のいずれかが第８条第１項各号のいず

れかに該当するときは、運営業務委託契約締結の有無に係わらず、受注者の入札価格（契

約締結後は、契約の契約金額（変更契約をしている場合は変更後の契約金額。）について

次号に示す割合に相当する額（運営業務委託契約の変動費については、計画処理量に基づ

き算出する。）を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 ⑴ 建設工事請負契約は、１０分の２ 
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 ⑵ 運営業務委託契約は、１０分の１ 

 

２ 前項の規定は、発注者に生じた損害額（契約金額と自由かつ公正な競争によって形成

されたであろう適正価格との差額。）が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者

がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

３ 受注者が前２項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止

等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の

遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密保持） 

第１０条 発注者及び受注者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密指定を

受けて受領した情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として保持するとともに、秘密

情報につき責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的にかか

る秘密情報を使用してはならず、特定事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手

方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 

２ 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

⑴ 開示の時に公知である情報 

⑵ 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

⑶ 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知

となった情報 

⑷ 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

⑸ 発注者及び受注者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面によ

り合意した情報 

３ 第１項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要する

ことなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができ

る。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査

等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 

⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示

する場合 

⑵ 法令に従い開示が要求される場合 

⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合 

⑷ 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー又は受注者と守

秘義務契約を締結した受注者の下請企業に開示する場合 

⑸ 発注者が本施設の運営管理業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三
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者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示

する場合 

⑹ 川越市議会から開示が要求された場合 

４ 発注者は、前三項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべ

き情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他

の必要な措置を講じることができる。 

５ 受注者は、特定事業契約の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定に従い、これらを遵守しな

ければならない。 

 

（連帯債務） 

第１１条 受注者は、特定事業契約に定める受注者の発注者に対する債務については連帯し

て履行するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第１２条 特定事業契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とすることに合意する。 

 

（有効期間） 

第１３条 基本契約の有効期間は、基本契約締結の日から運営業務委託契約の終了の日まで

とする。ただし、基本契約の有効期間の終了後も、第７条及び第９条から第１２条の規定

の効力は存続する。 

 

（準拠法及び解釈等） 

第１４条 特定事業契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈

される。 

２ 特定事業契約及び関連書類、当事者間での書面による通知に使用する言語は、日本語を

原則とする。 

３ 特定事業契約に変更が生じた場合は、書面により行うものとする。 

４ 特定事業契約に基づく通知、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、特定

事業契約に特に定めのある場合を除き、書面により行う。 

 

（定めのない事項） 

第１５条 特定事業契約に定めのない事項について、又は特定事業契約に関し疑義が生じた

場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。 
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この基本契約の証しとして、本書●通を作成し、当事者全員が記名押印のうえ各自１通を

保有する。なお、本件は、契約締結につき、川越市の「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２３号）」の規定により、次の特約条項を

付し仮契約の締結とし、議会の可決をもって本契約に読み替えるものとする。 

 

（特約条項条文） 

この基本契約は、川越市議会において本事業に係る建設工事請負契約の本契約の締結につ

いての議決を得た建設工事請負契約の本契約が締結されたことをもって効力発生の条件とす

る停止条件付きの契約とする。ただし、建設工事請負契約の本契約の締結についての可決が

なされなかった場合は、基本契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。 
 

令和  年  月  日 
 

（発注者） 川越市元町１丁目３番地１       

川越市                

川越市長 川合 善明         
 

（受注者） （代表企業/構成員）          

［住  所］             

［会 社 名］             

［代表者名］           印 
 

（構成員）              

［住  所］             

［会 社 名］             

［代表者名］           印 
 

（構成員）              

［住  所］             

［会 社 名］             

［代表者名］           印 
 

（構成員/運営事業者）         

［住  所］             

［会 社 名］             

［代表者名］           印 

本契約締結日 令和  年  月  日 



 

 

別紙１ 日程表（第３条関係） 

 

 

日 程 表 

 

 

１．第４条の契約の締結：令和７年３月末（予定） 

  ※建設工事請負契約の川越市議会の議決後、本契約。 

 

２．建設工事（第１期）の完了：令和９年９月３０日（予定） 

  ※新施設の建設及び仮外構（施設運用ができる状態）の整備 

 

３．建設工事（第２期）の完了：令和１０年３月１５日（予定） 

  ※既存施設の解体及び外構の整備 

 

４．運営期間の開始：令和９年１０月１日（予定） 

 

５．運営期間の終了：令和２４年９月３０日（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

別紙２ 建設工事請負契約の内容（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[建設工事請負契約の様式を添付する。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

別紙３ 運営業務委託契約の内容（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[運営業務委託契約の様式を添付する。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


